
施設規模別区分
浄水（上水）受水

その他 給水人口101人以上居住
または1日最大給水量20m3を超える

貯水槽容量

10m3以下
貯水槽容量

10m3を超える

給水人口

49人以下
給水人口

50人以上

規制外 小規模簡易専用水道

千葉県・千葉市

小規模水道条例

貯水槽容量

100m3以下
または口径

25mm以上の
導管の延長が

1,500m以下

貯水槽容量

100m3を超える
または口径

25mm以上の
導管の延長が

1,500mを超える

簡易専用水道

（水道法第34条の2）

専用水道

（水道法第34条）

専用水道貯水槽水道 専用水道貯水槽水道

（水道法第14条第2項）

貯水槽水道の水質管理区分

（設置例）
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配水管

給水装置

貯水槽水道

水質管理は水道課

水質管理は設置者（利用者）
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第一止水栓


